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　香川県では、県産オリーブを使用した県内事業者の商
品を認証し、ブランド化とPRを行っています。今年度も認
証商品の募集を行いますので、魅力あふれる商品のご応
募をお待ちしております。

県内で栽培されたオリーブのみを直接的又
は間接的に使用して、県内で生産又は製造された商品
（農林水産物、加工食品、雑貨などの非食品）

　横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる時は、車両
は横断歩道の手前で一時停止して歩行者の通行を
妨げてはならないと道路交通法に定められていま
す。しかし、2023年のJAFの調査では香川県の車両
一時停止率は、39.1％で全国ワースト16位です。
　この現状を踏まえ、「歩行者ファーストかがわ
2024」を実施し、横断歩道での歩行者優先ルールの
遵守に取り組みます。
　ぜひ、3人1組のチームで参加し、チーム全員が率
先して「横断歩道は歩行者優先」のルールを遵守し
てください。
　実施期間中に無事故・無違反を達成されたチームの
中から抽選で30万円分の旅行券などが当たります。

　県では食品ロスの削減、プラスチックごみの削減に取り組む
店舗を認定・登録し、その取組内容を県HPや各種イベントで紹
介しています。
　登録店舗を随時募集しておりますので、ぜひご応募ください。

歩行者ファーストかがわ2024 参加者募集! 

＜第7回香川県産オリーブ関連商品認証制度＞
香川県産オリーブを使用した商品を募集します！

◆募集期間
令和6年6月28日（金）～8月28日（水）

※詳細は、募集要項をご覧ください。

◆応募対象

香川の県産品ポータルサイト「LOVEさぬきさん」から申
込書をダウンロードし、下記応募先までご提出ください。

◆応募方法

かがわ食品ロス削減協力店
かがわプラスチック・スマートショップ
登録店舗を募集しています!！

・募集期間
・実施期間
・参 加 費
・啓発グッズ

7月1日～8月30日　　　
9月1日～12月31日
1チーム3,000円
マイクロファイバークロス
（参加者に配布）

問い合わせ先 県くらし安全安心課 TEL :087-832-3231
香川県  環境森林部  循環型社会推進課
Mail：junkan@pref.kagawa.lg.jp　TEL：087-832-3225 香川県　歩行者ファーストかがわ

お問い合せ先

応募方法 特典

検索

▲食品ロス
　削減協力店

◆オンライン申請
香川県電子申請・届出システム
から申請できます。

◆申請書で提出

▲プラスチック
　・スマートショップ

ホームページか
らダウンロード
し、メールまた
は郵送、持参に
よりご提出くだ
さい。

認定した店舗には、ステッカーなどを
お渡しします。

食品ロス削減協力店

詳しくは県HPから

飲食店、宿泊施設及び食料品小売店

認定要件
次の取組項目を１つ以上実践している店舗

・食べ残し削減に向けた啓発活動
・小盛メニュー、ばら売り等の導入
・手付かず食品の削減
・食品廃棄物のリサイクル
・その他の取組み  など

プラスチック・スマートショップ

詳しくは県HPから

小売業又はサービス業を営む店舗

認定要件
次の取組項目を１つ以上実践している店舗

・プラスチック製品の使用削減
・環境にやさしい素材への転換
・代替製品の製造・開発・販売
・プラスチックのリサイクル
・その他の取組み

対象店舗 対象店舗

認証ロゴマーク

◆応募先・お問合せ
一般財団法人かがわ県産品振興機構
担当：松本
〒760-8570　高松市番町四丁目1番10号
TEL：087-832-3386
Mail: kensanpin@pref.kagawa.lg.jp

らぶさぬきさん

男性の育児休業等の取得促進や、誰もが働きやすい職場づく
りのための取組みに必要な経費の一部を助成することにより、
県内企業等の「働き方改革」を進めることを目的とします。

香川県商工労働部 労働政策課
総務・労政グループ
Te l：087-832-3370
メール：rosei@pref.kagawa.lg.jp

お問い合わせ先

募集締切

「誰もが働きやすい職場環境づくり助成金」
を募集しています！

❶男性育児休業取得推進コース：令和6年12月10日火
❷多様な働き方推進コース：令和6年８月９日金

助成額 ❶男性育児休業取得推進コース：上限10万円
❷多様な働き方推進コース：上限24万円

対象経費 ❶男性育児休業取得推進コース

補助率 助成対象経費の2分の1以内

※詳しくは県ホームページに掲載する募集要項などでご確認ください

❷多様な働き方推進コース

対象者 香川県内に本店、支店、営業所等を有する中小企業事業主
のうち、かがわ働き方改革推進宣言を行っている事業主
※ただし、男性育児休業取得推進コースについては、別途知事が
定める県が行う男性の育児休業取得促進に係る事業に参加し
ている事業主も対象となります。

就業規則等作成費、相談・支援費、研修費など

※かがわ地方創生SDGs登録事業者は3分の2以内

就業規則等作成費、システム・設備等導入費、施設等改修費、
研修費など


